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令和７年 多賀町議会９月第３回定例会再開会議録 

 

令和７年９月２６日（金） 午後３時１０分開会 

 

◎出席議員（９名） 

  １番  小 島   櫻 君        ６番  川 岸 真 喜 君 

  ２番  一之瀨 浩 治 君        ７番  富 永   勉 君 

  ３番  大 谷 重 温 君        ８番  山 口 久 男 君 

  ４番                   ９番  神細工 宗 宏 君 

  ５番  木 下 茂 樹 君       １０番  菅 森 照 雄 君 

 

◎欠席議員（０名） 

  な   し 

 

◎説明のために出席した者の職氏名 

  町 長 久 保 久 良 君    産業環境課長 野 村   博 君 

  会 計 管 理 者 岡 田 伊久人 君    地域整備課長 飯 尾 俊 一 君 

  企 画 課 長 藤 本 一 之 君    学校教育課長 伊 東 瑞 江 君 

  総 務 課 長 本 多 正 浩 君    教育総務課長 谷 川 嘉 崇 君 

  税務住民課長 小 菅 俊 二 君    生涯学習課長 竹 田 幸 司 君 

  福祉保健課長 林   優 子 君 

 

◎議会事務局 

  事 務 局 長 大 岡 まゆみ      書    記 西 村 俊 之 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  議案第４９号  令和７年度多賀町一般会計補正予算（第３号）につい

て 

               （予算特別委員長報告） 

 日程第３  認定第５３号  令和６年度多賀町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

               （決算特別委員長報告） 

 日程第４  認定第５４号  令和６年度多賀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

               （総務常任委員長報告） 
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 日程第５  認定第５５号  令和６年度多賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第６  認定第５６号  令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第７  認定第６１号  令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理

特別会計歳入歳出決算の認定について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第８  認定第６２号  多賀町水道事業会計の利益の処分および令和６年度決

算の認定について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第９  認定第６３号  令和６年度多賀町下水道事業会計決算の認定について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第10  請願第 １号  生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏ま

え、速やかな対応を求める請願書 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第11  発委第 ４号  生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏ま

え、速やかな対応を求める意見書案 

 日程第12  議案第６４号  多賀小学校南校舎トイレ改修工事の請負契約の変更に

ついて 

 日程第13  発委第 ２号  多賀町議会会議規則の一部を改正する規則について 

 日程第14  発委第 ３号  多賀町議会傍聴規則の一部を改正する規則について 

 日程第15  議員派遣の件について 

 日程第16  委員会の閉会中の継続調査について 

       （総務常任委員会） 

       （産業建設常任委員会） 

       （議会広報常任委員会） 

       （議会運営委員会） 

       （議会改革特別委員会） 
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（開会 午後 ３時１０分） 

○議長（菅森照雄君） ただ今から、令和７年９月第３回多賀町議会定例会を再開いたし

ます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

 また、本日の本会議に町長から追加議案１件、議会から委員会提出議案として発委２

件が提出されています。 

 それでは、日程表のとおり、総務常任委員長、産業建設常任委員長、予算特別委員長、

決算特別委員長に付託案件の審査結果の報告を求め、各委員長に対し質疑の後、討論お

よび採決を行います。 

 再開に当たり、町長から挨拶をお願いします。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 令和７年９月第３回多賀町議会定例会の再開に当たり、一言ご挨

拶申し上げます。 

 本日、９月定例会を再開いたしましたところ、議員の皆様には大変ご多用の中ご出席

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本定例会は９月２日に開会し、本日までの２５日間には、本会議をはじめ、一般質問

や各委員会における審議、また令和６年度の決算審査など、提出をさせていただきまし

た議案につきまして慎重なご審議を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 各委員会に付託をされました議案および本日追加議案として提出をさせていただきま

した教育委員会所管の契約議決案について、円滑かつ適切なご決議賜りますようお願い

申し上げ、議会再開のご挨拶とさせていただきます。 

                                        

（開議 午後 ３時１０分） 

○議長（菅森照雄君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、開会時に指名した議員に欠席がないので、補充指名はせず、開会

時の指名議員とします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２ 議案第４９号から日程第１０ 請願第１号までを一括

議題とし、総務常任委員長、産業建設常任委員長、予算特別委員長、決算特別委員長よ

り付託案件の審査結果の報告を行います。 
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 初めに、総務常任委員長の報告を求めます。 

 ６番、川岸真喜総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 川岸真喜君 登壇〕 

○総務常任委員長（川岸真喜君） 総務常任委員会における付託案件の審査結果を報告さ

せていただきます。本会議において当委員会に付託されました議案３件、請願１件につ

いての審査の結果と経過を会議規則第７７条に従い報告いたします。 

 ９月１０日午前９時１５分より役場３階第１委員会室において、委員全員と町長、会

計管理者、担当課長、課長補佐、係長に出席を求め、委員会を開催しました。 

 「議案第５４号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を審査しました。 

 担当課の説明を求めました。小菅税務住民課長から、歳入決算額は前年度と比べ７４

８万円減の８億４,３２０万円、歳出決算額は前年度と比べ４,２０７万円減の８億２,

３１８万円となり、差引き残額は２,００２万円となった。 

 歳入の主なものは、被保険者１,３７９人からの国保税１億３,０８４万円で、収納率

は９６％で、県下で１位である。その他県支出金５億８,８４４万円である。 

 歳出の主なものは、医療費に当たる保険給付費５億６,８２７万円であるとの説明が

ありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、収入未済額が５５０万円あるが、理由はとの問いに対し、年度途中に所得

が上がり税額が上がった場合や一度での支払いが難しいときに分納誓約をお願いしてい

る場合があり、収納が難しいケースがあるためとの答弁がありました。 

 また、委員から、国保税の収納率について、他町の実績はとの問いに対し、甲良町８

５％、愛荘町８６％、日野町８７％、豊郷町９２％、竜王町９３％であるとの答弁があ

りました。 

 また、委員から、１人当たりの医療費はとの問いに対し、４７万円で県内２位である

との答弁がありました。 

 また、委員から、国保税率の県内一元化はいつからかとの問いに対し、令和９年から

であるが、その後３年間は経過期間となるとの答弁がありました。 

 また、委員から、特定健診の受診率は、近年の動向はとの問いに対し、令和３年度が

５４％で、その後は５０％、４９％、４９％と推移している。今年度も５０％を見込ん

でいるとの答弁がありました。 

 以上で質疑応答を終了し、討論はなく、採決の結果、賛成全員で「議案第５４号 令

和６年度多賀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定すべきも

のと決定しました。 

 次に、「議案第５６号 多賀町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を審査しました。 
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 担当課の説明を求めました。小菅税務住民課長から、歳入決算額は前年度に比べ１,

６３３万円増の１億３,８１３万円、歳出決算額は前年度と比べ１,５８１万円増の１億

３,５８５万円となり、差引き残額は２２７万円となった。 

 歳入の主なものは、７５歳以上の被保険者と６５歳以上７５歳未満で一定の障がいの

ある方を含めた１,４１５人からの保険料１億４４７万円である。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合への納付金１億２,８５６万円であると

の説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から返金額が生じる理由はとの問いに対し、お亡くなりになられた場合、亡くな

られた月までで、徴収しすぎた分はご本人にお返しする。亡くなられた後に年金の振り

込みがあった場合に徴収した分は、日本年金機構に返すことになるとの答弁がありまし

た。 

 以上で質疑応答を終了し、討論はなく、採決の結果、「議案第５６号 多賀町後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、賛成全員で認定すべきものと

決定しました。 

 次に、「議案第５５号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」を審査しました。 

 担当課の説明を求めました。林福祉保健課長から、歳入決算額は前年度と比べ１,５

４０万円減の８億７,３２５万円、歳出決算額は前年度と比べ１,９９３万円減の８億５,

０５７万円となり、差引き残額は２,２６８万円となった。 

 歳入の主なものは、６５歳以上の１号被保険者２,４２４人からの介護保険料１億８,

０１６万円、４０歳から６４歳までの２号被保険者２,１８７人からの支払基金交付金

２億２,０４６万円であり、その他国庫支出金２億１６２万円、県支出金１億２,２６６

万円がある。 

 歳出の主なものは、介護サービスへの介護給付費７億７,９９８万円、地域支援事業

４,５９５万円であるとの説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、認知症総合支援事業とはどのような事業かとの問いに対し、愛知・犬上４

町が豊郷病院に委託している事業で、認知症専門医、専門看護師、社会福祉士が認知症

の初期のご本人や家族を支援する事業であるとの答弁がありました。 

 また、委員から、決算額が２％減少しているが、６５歳以上の１号被保険者の数が減

少しているのかとの問いに対し、前年度から１４人減少しており、この傾向が続く。４

０歳から６４歳までの２号被保険者についても、全体の人口減少に伴い、減少傾向にあ

るとの答弁がありました。また、委員から、決算額の２％減少は、介護認定率の低下、

すなわち元気な高齢者が増えてきていることと関係するのかとの問いに対し、歳出が減

少する主な理由は、施設に入る方が年々少なくなってきていて、１人の入所でも大きく
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歳出に影響するためであるとの答弁がありました。 

 また、委員から、基金が１億数百万円あるが、基金を取り崩すのはどのようなときか

との問いに対し、現在の第９期介護保険料を決める際に、この基金を使って１００円の

減額をした。次の令和９年度からの第１０期の介護保険料を決めるときにも、急激な上

昇にならないよう基金を使う予定であるとの答弁がありました。 

 以上で質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、賛成全員で「議案第５５号 多賀町

介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定すべきものと決定しまし

た。 

 次に、「請願第１号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、速や

かな対応を求める請願書」を審査しました。 

 紹介議員の山口議員に請願趣旨と請願事項の説明を求めました。 

 厚生労働省が２０１３年に実施した生活保護費の引下げについて、最高裁判所が「判

断に誤りがあり、違法」との判断を示したことなど、紹介議員から説明がありました。 

 紹介議員との質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、賛成全員で「請願第１号 生

活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、速やかな対応を求める請願書」

は、採択すべきものと決定しました。 

 以上で、総務常任委員会における付託案件の審査結果と経過の報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 ８番、山口久男産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 山口久男君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（山口久男君） 産業建設常任委員会に付託されました審査結果を、

会議規則の規定により報告いたします。 

 ９月１１日、委員全員と執行者側より町長、担当課長、課長補佐および担当者の出席

を求め、９月２日の本会議において付託されました「認定第６１号 令和６年度びわ湖

東部中核工業団地公共緑地維持管理特別会計歳入歳出決算の認定について」、「認定第６

２号 多賀町水道事業会計の利益の処分および令和６年度決算の認定について」、「認定

第６３号 令和６年度多賀町下水道事業会計決算の認定について」の３議案について、

それぞれ担当課長から説明を受け、審査を行いましたので、その経過ならびに結果につ

いてご報告申し上げます。 

 「認定第６１号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理特別会計歳入

歳出決算の認定について」です。歳入歳出予算総額は９２４万６,０００円で、歳入決

算額は６８５万６,７５７円、歳出決算額は６８５万５,０５５円で、歳入歳出差引き残

額は１,７０２円となりました。 

 財産収入は、基金利子２万５,０００円、繰入金は６８３万１,０００円を基金から繰

り入れました。前年度からの繰越金は１,０００円です。 

 歳出についてです。経費の６８５万５,０００円は、主にびわ湖東部中核工業団地内



－７－ 

の道路の草刈りおよび支障木伐採の委託料です。基金は年度中に６８３万１,０００円

を繰り入れ、令和６年度末現在高は３億１,８００万２,８０４円です。 

 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 昨年、草刈り機モアの購入を提案し、今年度、購入されたと聞いているが、使用状況

はどうかとの質疑に対し、草刈り機械の導入について、その機械が納品されたのが６月

後半でした。機械の操作の安全講習を行うため、農機具センターと研修内容について調

整していました。そのため、７月の１回目の草刈り作業については実施に間に合わず、

従来どおりの草刈り機にならざるを得なかったという状況です。機械の使用貸借契約を

締結する中で、安全講習を行うことを明記し、９月以降を目途に使用していきたいと考

えていますという答弁がありました。 

 次に、支障木伐採についての質疑に対し、国道３０６号沿いの支障木伐採については、

びわ湖東部中核工業団地に進出される事業連合会の方からの要請を受けてのものです。

支障木の伐採は高所作業のため費用、経費がかかるため、できるだけ多く切れるところ

まで切らせていただいており、ここ数年は発生しないと考えていますとの答弁がありま

した。 

 以上、質疑の後、討論はなく、「認定第６１号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地

公共緑地維持管理特別会計歳入歳出決算の認定について」採決を行い、全員賛成で認定

することに決しました。 

 次に、「認定第６２号 多賀町水道事業会計の利益の処分および令和６年度決算の認

定について」、水道事業収益は３億７,１８０万８,０００円で、前年度に対し、２,６０

０万６,０００円の減となり、水道事業費用は３億２,０２５万５,０００円で、前年度

に対し、１,９２０万１,０００円の増となりました。 

 資本的収入は６,３７３万１,０００円で、前年度に対し１,００９万２,０００円の増

となり、資本的支出は２億５,７５０万１,０００円で、前年度に対し３,４１９万６,０

００円の増となりました。資本的支出に対する不足額１億９,３７７万１,０００円は、

消費税資本的収支調整額・損益勘定留保資金および建設改良積立金で補てんをした。水

道事業損益計算書では、当年度純利益３,８７６万５,０００円の黒字となりました。 

 収益的収支（税抜き）についてです。収益的収支では、上水道使用料が２億４,７４

１万１,０００円となり、前年度に対し１５０万４,０００円の増となりました。他会計

補助金では、企業債の償還に充当するため、一般会計から５,０６１万５,０００円を繰

り入れ、長期前受金戻入では、繰延収益を収益化した額３,６１４万３,０００円を計上

しました。 

 収益的支出では、原水および浄水費で、浄水処理施設等の保守点検や原水水質検査、

取水および送水ポンプの動力費など、各施設を安定して稼働させるため５,４５５万４,

０００円の支出となり、前年度に対し９０８万３,０００円の増となります。減価償却

費では、建物、構築物、機械および装置などの固定資産減価償却費が１億６,４３８万
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１,０００円となり、前年度に対し４０万８,０００円の増となりました。 

 資本的収支（税込み）についてです。資本的収入では、企業債で配水管の布設替事業

等に充当するため５,０００万円の借入れを行いました。 

 資本的支出では、水道改良費で、舗装本復旧工事および猿木地区、多賀地区の配水管

布設替工事、敏満寺地区配水管移設工事、送水ポンプならびに取水ポンプ更新など全１

０件の工事請負費合わせて１億３,８０４万４,０００円を支出し、前年度に対し３,１

８３万７,０００円の増となりました。 

 企業債償還金では、施設整備等で借入れしたものと合わせて１億１,８１１万８,００

０円の元金償還を行い、新たに５,０００万円を借り入れた結果、令和６年度末残高は

２４億６,９０５万８,７９８円となりました。 

 次に、未処分利益剰余金の処分について。未処分利益剰余金は１６億７,６３８万６,

２２０円となり、このうち建設改良積立金へ５,０００万円を処分し、繰越利益剰余金

を１６億２,６３８万６,２２０円とするものです。 

 次に、以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 営業外収益の中で、水道加入金が昨年より１０５万円程度減っているのはなぜかとの

質疑に対し、水道加入金が昨年度に比べて減額の要因は、昨年度は大きい団地開発がな

かったためですとの答弁がありました。水道管の破損等による漏水の場合の料金返還に

ついての質疑に対し、漏水の場合の減額計算については、修理後３か月ほど様子を見さ

せていただいて、例えば、漏水した日の水道使用量が３０ｔで、修理後１０ｔとなった

場合、２０ｔ分が漏水していたことになり、その２０ｔに対する半分の水道に対する使

用料を返還することにしておりますとの答弁がありました。 

 次に、キャッシュフローと設備の更新についての質疑に対し、昨年３月末現在で、現

金預金として７億４,７２３万６,５８２円となっております。今後、老朽化が進んでい

る敏満寺、川相の両浄水場および大谷配水池の建て替え費用に３０億円程度を見込んで

おります。一般会計からの繰入れや国等からの補助金があるにしても、約１０億円から

２０億円の現金預金が必要となるのではないかと思っておりますとの答弁がありました。 

 以上の質疑の後、討論はなく、「認定第６２号 多賀町水道事業会計の利益の処分お

よび令和６年度決算の認定について」採決を行い、全員賛成で可決、認定すべきものと

決しました。 

 「認定第６３号 令和６年度多賀町下水道事業会計決算の認定について」です。収益

的収入の下水道事業収益は５億１,８８１万２,０００円で、前年度に対し９,８３１万

６,０００円の増となり、収益的支出の下水道事業費用は４億９,６４４万２,０００円

で、前年度に対し８,４７０万２,０００円の増となりました。 

 資本的収入は１億３,３１１万１,０００円で、前年度に対し７２０万２,０００円の

減となり、資本的支出は２億９,７９９万３,０００円で、前年度に対し３,９４２万４,

０００円の増となりました。資本的支出に対する不足額１億６,４８８万２,０００円は、



－９－ 

引継金、消費税資本的収支調整額および損益勘定留保資金で補てんしました。下水道事

業損益計算書では、当年度純利益１,９５８万２,０００円の黒字となりました。 

 次に、収益的支出（税抜き）についてです。下水道使用料は２億８,４１５万８,００

０円となり、前年度に対し１,１９０万３,０００円の増となりました。他会計補助金は、

収益的支出に係る一般会計からの繰入金が７,１８０万円となり、前年度に対し４,５８

０万円の増となりました。 

 長期前受金戻入は、繰延収益の収益化として１億１,９１１万３,０００円を収益計上

しました。 

 次に、収益的支出（税抜き）についてです。下水道管渠およびマンホールポンプに係

る維持管理費用として２,３６７万５,０００円を支出し、前年度に対し２４４万円の減

となりました。処理場費では、農業集落排水処理施設に係る維持管理費用として１,４

３２万円を支出しました。流域下水道維持管理負担金では、汚水処理に係る負担金とし

て一般排水６１.６円、特定排水６９.１円を１㎥当たり単価として１億１,３２５万７,

０００円を支出し、前年度に対し３２６万３,０００円の増となりました。減価償却費

は、有形固定資産２億５,０４６万２,０００円、無形固定資産２,１９７万８,０００円

を費用化しました。 

 次に、資本的収入（税抜き）では中川原地区雨水排水整備事業等に係る企業債、流域

下水道建設負担金に係る企業債、資本費平準化債の合計８,８１０万円を新たに借り入

れております。他会計出資金は、資本的支出に対する繰入金として２,７１９万７,００

０円を一般会計から繰り入れました。 

 資本的支出について、管渠整備事業では、管渠設計委託料および中川原地区雨水排水

整備等に対する工事費用１,４４７万４,０００円を支出しました。処理場整備事業は、

処理施設新設設計委託料および処理施設維持補修工事に対する工事請負費１,３０４万

７,０００円を支出しました。流域下水道建設負担金は、前年度に対し７９６万１,００

０円増の２,０９５万８,０００円を支出しました。企業債償還金では２億４,８４３万

７,０００円の元金償還を行い、期末残高２１億４,６２７万３,３００円となりました。

未処分利益剰余金の処分については、令和６年度の純利益を積み増した結果、未処分利

益剰余金は５,４８３万８,６７７円となり、減債積立金へ１００万円積み立て、繰越利

益剰余金を５,３８３万８,６７７円とするものです。 

 次に、以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 全国で下水道管の破損事項が発生しているが、多賀町の下水道管の状況はどうか点検

はされているのかとの質疑に対し、法定耐用年数は通常管の場合は５０年に定められて

おり、多賀町の場合は一番早く布設が終わったところが平成７年で、今年度で３０年ほ

どになり、今後の耐用年数は２０年程度です。八潮市の事故を契機に国から通知も通知

等もあり、多賀町でも腐食のおそれの大きい管渠などを重点的に調査しております。多

賀町には現在、硫化水素の影響で破損するおそれのあるコンクリート製の下水道の管渠
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はありません。マンホールは２２か所あり、５年に１回点検が義務づけられております。

昨年度２１か所点検をさせていただいて、基本的には問題ないという判断をさせていた

だきました。今年度残り１か所点検を行い、腐食のおそれのある人孔の点検を終える見

込みになっております。令和８年度から５年間で、またそれぞれ対象となっているマン

ホール２２か所を点検することになりますとの答弁がありました。 

 次に、農業集落排水事業の加入世帯の人口推移はどうかとの質疑に対し、令和５年度

末時点の接続人口が３１０人で、令和６年度末時点の接続人口は３０９人ですとの答弁

がありました。 

 以上の質疑の後、討論はなく、「認定第６３号 令和６年度多賀町下水道事業会計決

算の認定について」、採決を行い、全員賛成で認定すべきものと決しました。 

 以上で産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） 次に、予算特別委員長の報告を求めます。 

 ６番、川岸真喜予算特別委員長。 

〔予算特別委員長 川岸真喜君 登壇〕 

○予算特別委員長（川岸真喜君） 予算特別委員会における審査結果を報告いたします。 

 本会議において当委員会に付託されました議案１件の審査結果と経過を会議規則第７

７条の規定に基づき報告いたします。 

 ９月１２日午前９時より役場３階第１委員会室において委員全員と町長、会計管理者、

各担当課の課長ほかに出席を求め、委員会を開催しました。付託されました案件は、

「議案第４９号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第３号）について」であります。 

 初めに、今回の補正予算について、本多総務課長から、今回の補正予算は既定の予算

に１億１,８９７万円を追加するもので、歳入歳出予算は６７億８,９９４万円となる。 

 歳入では、今回の補正予算に必要な財源のほかに、固定資産税において、企業による

設備投資が進んだことから５,７９５万円の増額。国からの地方交付税において、償却

資産税の収入増加により、交付金が４,３４６万円減額。また、国庫支出金において、

小学校のトイレ改修に対し、国から財源措置を得られず、２,７２３万円の減額を計上

したとの説明がありました。 

 次に、総務課に関する事項について説明を求めました。本多総務課長から、庁舎の空

調工事による冬場の暖房器具の購入費１３０万円、防犯カメラの設置補助金４８０万円

などについて説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、庁舎の空調工事はいつ終わるのかとの問いに対し、今年度末までかかる予

定である。暖房が止まるため、暖房器具の予算を計上した。今回、ヒーターを１４台購

入するが、使用後は災害備品として活用する。燃料については当初予算の範囲で賄える

との答弁がありました。 

 また、委員から、防犯カメラの設置は１台当たりの価格、何台をどこに設置するのか
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との問いに対し、録画機能があるもので、１台１５万円程度を見込んで補助の上限額を

設定した。この事業は３年間継続するもので、希望集落に補助をする。今回は１６集落

分計上する。管理は集落にお願いする。設置場所については公表を控えるとの答弁があ

りました。 

 次に、企画課に関する事項について説明を求めました。藤本企画課長から、多賀スマ

ートインター上り線開通式典の経費１２５万円などについて説明がありました。質疑は

ありませんでした。 

 次に、税務住民課に関する事項について説明を求めました。 

 小菅税務住民課長から、町税の還付金４３４万円について説明がありました。質疑は

ありませんでした。 

 次に、福祉保健課に関する事項について説明を求めました。 

 林福祉保健課長から、障害者自立支援費６,１１４万円の追加、子育て支援対策費６

３０万円の追加について説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、障害者自立支援費について、障がいサービスにおける国・県・町の費用の

負担割合はとの問いに対し、国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１であるとの答

弁がありました。 

 また、委員から、訪問入浴サービス委託料の増加について、その理由はとの問いに対

し、お一人の方から訪問入浴の回数を増やしたいとご希望を伺った。不足分を計上した

との答弁がありました。 

 また、委員から、障害者手帳をお持ちの方の人数はとの問いに対し、身体障害者手帳

が２７１人、療育手帳が７０人、精神障害者保健福祉手帳が５９人であるとの答弁があ

りました。 

 また、委員から、子育て支援対策費について、こども家庭センターをふれあいの郷に

設置するための改修費用だが、今までのこども家庭応援センターより広くなるのか、詳

しい説明をとの問いに対し、談話室を改修してこども家庭センターを設置する。面積は

若干広くなる。相談スペースは今まで簡易なパーティションで間仕切られ、相談内容が

事務所内に聞こえていたが、新たに音漏れのない相談スペースを設置する。また、消耗

品費でマットやおもちゃを購入するとの説明がありました。 

 次に、産業環境課に関する事項について説明を求めました。 

 野村産業環境課長から、農業費の小規模農地獣害対策補助金で３９万円の追加、林業

費の林道維持補修工事で８０万円の追加、商工費の登山道整備補助金で２０万円の追加

について説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、小規模農地獣害対策補助金の実績はとの問いに対し、令和６年度は１１件

であった。今年度は既に８件あり、予算の不足が予想されるため、対応するとの答弁が
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ありました。 

 また、委員から、林道維持補修工事について、内訳はとの問いに対し、林道アサハギ

谷線の補修工事と想定される崩土除去であるとの答弁がありました。 

 また、委員から、登山道整備補助金について、どこの登山道かとの問いに対し、高室

山の登山道で、南後谷区側の登山口にある東屋の補修に対し、その原材料費などを補助

するとの答弁がありました。 

 次に、地域整備課に関する事項について説明を求めました。 

 飯尾地域整備課長から、土木費の道路橋梁費では、多賀スマートインターが１２月に

開通した場合の町管理区間の点検、維持管理作業などに６１４万円、道路補修工事に４

１４万円、道路改良工事に１,２６６万円、交通安全対策工事に５００万円、橋梁点検

業務委託に３９６万円など、計３,２４３万円を追加するとの説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、道路改良工事の内容はとの問いに対し、敏満寺本線の一部と多賀区の福祉

会館前の多賀月之木線の改良工事であるとの答弁がありました。 

 また、委員から、多賀月之木線の改良工事の工事期間はいつまでかとの問いに対し、

年度末であるが、通学路でもあり、できるだけ早く終わらせるようにしたいとの答弁が

ありました。 

 最後に、教育委員会に関する事項について説明を求めました。 

 谷川教育総務課長から、小学校費では、施設改修工事で３００万円の追加、中学校費

では、実施設計委託料で３２０万円の追加、施設維持補修工事で２００万円の追加をす

るとの説明があり、また、竹田生涯学習課長から、海洋センター費で消耗品費を２５万

円追加するとの説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、大滝小のトイレ改修について、男子用と女子用の間仕切りがコンクリート

でないため、音漏れの苦情を聞いている。今回、工事で改善されるのかとの問いに対し、

コンクリートの壁をつくり、防音効果を図るとの答弁がありました。 

 以上で、質疑応答を終了し、討論はなく、採決の結果、賛成全員で「議案第４９号 

令和７年度多賀町一般会計補正予算（第３号）について」は、原案のとおり可決すべき

とすることに決定いたしました。 

 以上で、予算特別委員会における付託案件の審査結果の報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） 次に、決算特別委員長の報告を求めます。 

 ８番、山口久男決算特別委員長。 

〔決算特別委員長 山口久男君 登壇〕 

○決算特別委員長（山口久男君） 決算特別委員会に付託されました「認定第５３号 令

和６年度多賀町一般会計歳入歳出決算の認定について」、審査結果を、会議規則の規定

により、次のとおり報告いたします。 
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 決算特別委員会は、９月５日、８日の両日にわたり、委員全員と執行者側より町長、

会計管理者、各担当課長、課長補佐および担当係長、主査の出席を求め、９月２日の本

会議において付託されました「認定第５３号 令和６年度多賀町一般会計歳入歳出決算

の認定について」審査を行いました。 

 各課に関する事項について決算の説明を受け、所管ごとに逐条審査を行いましたので、

その経過ならびに結果についてご報告申し上げます。 

 まず最初に、岡田会計管理者より９月２日の本会議において令和６年度一般会計決算

について説明を受けましたので、以下、説明の概要を申し上げます。 

 令和６年度一般会計予算総額は６１億２,７７９万８,０００円で、歳入決算額は６１

億６,２４０万６,７０８円となり、前年度と比較して３億５,２８７万１,０００円の減、

歳出決算額は５８億８,４９９万７,９１７円となり、前年度より３億１,０７２万３,０

００円の減となりました。歳入歳出差引残額は２億７,７４０万８,７９１円で、繰越財

源１,６６７万９,０００円を引き、実質収支額は２億６,０７２万９,７９１円となりま

した。 

 次に、歳入の説明のうち主なものを申し上げます。 

 町税の収入済額は、１９億７,４６３万９,０００円で、前年度比１億６,５３３万８,

０００円、９.１％の増収となりました。不納欠損額は１１３万円、収入未済額は１,７

４５万２,０００円、収納率は９９.０７％でした。 

 町民税では、個人町民税は定率減税事業の実施により減収となりましたが、法人町民

税は、為替の影響や半導体需要の好調等により、法人税割が６,４８１万１,０００円の

増となり、町民税全体では５,１９４万４,０００円増の６億７,９５９万６,０００円と

なりました。固定資産税は、工場の増設や設備投資があり、前年度より１億１,４３９

万円増の１２億１００万７,０００円です。 

 軽自動車税は、新税率の台数増加により増収となり、たばこ税は売上げ本数が減少し

たため減収となりました。 

 地方消費税交付金から法人事業税交付金までの県税市交付金は２億７,４２４万８,０

００円で、前年度より２,２６９万２,０００円の増加となりました。 

 地方特例交付金では、個人住民税の減収補てん特例分、定額減税分等で４,３５４万

５,０００円の収入です。 

 地方交付税は１５億９,９１０万６,０００円で、普通交付税は１２億７,５７７万２,

０００円で６９５万７,０００円の減少、特別交付税は３億２,３３３万４,０００円で、

２,７６７万５,０００円の増加となりました。分担金及び負担金は５４３万７,０００

円の増加、使用料及び手数料は、ほぼ前年度並みとなりました。 

 国庫支出金では５億９,８２４万５,０００円で５,０９３万３,０００円増加しました。

新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金で３,３４２万円の減、スマートイ

ンターチェンジ上り線整備事業費補助金で３,２７１万円の減、社会資本整備総合交付
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金で３,１０６万円の減がありました。公立学校施設整備費負担金で２,４９７万８,０

００円、デジタル基盤改革支援補助金で３,８９３万３,０００円の受入れ、地方創生臨

時交付金で４,６７６万円の増、児童手当国庫負担金で１,８１２万円の増などがあり、

増加となりました。 

 県支出金は３億６,０７０万６,０００円で１,３００円減少しました。福祉医療費助

成事業補助金は１,７５９万４,０００円、農林水産業費県補助金の団体営農農地防災事

業補助金９３０万円、ニホンジカ特別対策事業補助金６３４万２,０００円、急傾斜地

崩壊対策事業補助金３,４１８万５,０００円の受入れです。県委託金では、衆議院議員

総選挙委託金８６８万３,０００円の収入です。 

 財産収入では３１１万１,０００円となりました。寄附金は、多賀町まちづくり応援

寄附金、ふるさと納税で２億９,６２０万７,０００円を収入し、９,６５４件の寄付が

ありました。 

 繰入金は１億９,７３４万１,０００円で４７８万８,０００円増加しました。減債基

金から１,６７６万３,０００円、多賀小学校改修事業に充当するため、公共施設等維持

管理基金から２,５４９万８,０００円、まちづくり基金から１億３,５３１万２,０００

円を繰り入れ、社会福祉基金から１,９７６万８,０００円を繰り入れ、小中高校生の医

療費助成や育児用品購入補助のほか、新入学生の通学助成事業等を実施しました。 

 諸収入３億２,７８２万１,０００円の主なものは、小中学校の給食費の収入、宝くじ

の社会貢献広報事業として実施されるコミュニティ助成事業の２か字分３２０万円の受

入れのほか、湖東圏域公共交通活性化協議会の返戻金の受入れ、保育所等の施設型給付

費は１億８,９４９万１,０００円となりました。 

 町債では１億１１４万３,０００円で２億９,０４７万円減少しました。主なものとし

て、多賀小学校増築事業で２,２４０万円、スマートインターチェンジ整備事業で２,６

２０万円、急傾斜地崩壊対策事業で１,４１０万円などを発行し、臨時財政対策債は１,

３７４万３,０００円の発行です。 

 自主財源は３１億６,１７５万８,０００円で、歳入全体の５１.３％、依存財源は３

０億６４万９,０００円で４８.７％となりました。 

 歳出の説明のうち主なものを申し上げます。 

 議会費は支出済額６,５３９万８,０００円で、議場ＬＥＤ工事費２８９万３,０００

円支出があったが、議員定数２名減に伴い、人件費等で８５３万円の減となり、全体で

は前年度よりも５３８万円の減少となりました。 

 総務費は９億４,８４０万９,０００円で、前年度より１億５,９５８万円増額となり

ました。一般管理費では、ふるさと納税業務委託料が増額し、特別定額給付費では、定

額減税補足給付金事業、住民税非課税均等割のみ課税世帯等への特別金事業、物価高騰

生活支援給付金事業で１億１,６９８万円となりました。 

 財産管理費では、施設の維持管理や庁舎の内装工事、エアコン修繕などを行い２,７
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３５万３,０００円の支出です。企画費は６５１万２,０００円を支出し、県市町村共同

で入札参加資格申請共同受付を行いました。 

 集落活動費では、コミュニティ助成事業で３２０万円を助成したほか、引き続き自主

的な計画に基づく自治活動を支援するため、４３集落に対し、まちづくり活動支援交付

金９０３万６,０００円を交付しました。 

 電子計算費では、６町行政情報システム共同利用料４,７７９万５,０００円のほか、

基幹系情報システムの標準化、ＬＩＮＥ拡張システムを導入した費用です。 

 公共交通対策では、近江鉄道線管理機構負担金１,２００万４,０００円、コミュニテ

ィバス運行対策として２,７８６万６,０００円を補助金としての支出です。 

 徴税費では、固定資産税資料整備委託料に９７６万４,０００円、修正申告等による

過年度還付金で７９８万円の支出です。 

 戸籍住民基本台帳費では、戸籍電算システム改修に７７５万３,０００円、住民票等

振り仮名対応システム改修に６３１万円の支出です。 

 選挙費は、衆議院選挙の執行等で９１４万１,０００円の支出です。 

 民生費は１７億１,８９０万８,０００円で、前年度比３億７,１４４万３,０００円の

減となりました。 

 社会福祉費では、物価高騰対策緊急支援補助金５４６万８,０００円を６事業所に給

付を行いました。国民健康保険特別会計へ６,０２８万３,０００円、介護保険事業特別

会計へ１億２,９４９万１,０００円の繰出しです。 

 老人福祉費では、シルバー人材センター事務所建設に４,７０９万３,０００円を支出

しました。 

 障害者自立支援費では、障害サービス給付費１億５,８５６万９,０００円など、自立

支援給付のほか、地域生活支援事業を実施した負担金等の支出です。 

 福祉医療費助成では、扶助費総額５,９４３万１,０００円で、前年度より２６１万５,

０００円の増額となりました。小中学生および高校生の子育て支援分は１,９７０万円

で、３８１万円の増額となりました。 

 児童福祉費では１０億２５８万６,０００円の支出です。子ども・子育て支援事業計

画策定に３９４万９,０００円、出産・子育て応援給付金に２８５万円、低所得者の子

育て世帯子ども加算給付金７８９万円の支給です。 

 保育所費および認定こども園費では、施設の維持管理、給食調理業務委託化など７億

１,２８７万９,０００円を支出しました。 

 子育て支援対策費では７,４４４万６,０００円支出し、放課後児童クラブの運営、ま

た不登校対策、子育て支援を実施しました。 

 衛生費では、３億７,７４７万７,０００円で、前年度より１,９８３万３,０００円の

減額となりました。 

 保健事業総務費では、第３期健康増進計画および食育推進計画策定に３８７万２,０
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００円の支出です。保健事業では、母子手帳アプリの導入、各種検診事業、予防接種事

業等の実施に５,７７９万８,０００円の支出です。 

 総合福祉保健センター費では１,３０４万７,０００円を支出し、施設管理を行いまし

た。 

 環境衛生費は２億１,２７８万円で、前年度より１,２４８万８,０００円の増額とな

りました。ごみ収集業務委託料は９９万円減の５,１０９万７,０００円、また、燃えな

いごみと可燃ごみの処理に係る一部事務組合負担金は７１３万１,０００円増の８,０２

１万４,０００円、し尿処理に係る一部事務組合負担金は３２７万９,０００円増の５,

５３５万４,０００円です。 

 上水道費では、起債償還に係る水道事業会計への繰出しが２,５３６万３,０００円減

の５,０６１万５,０００円となりました。また、物価高騰対策で水道基本料金減免分８

２８万３,０００円の繰出しです。 

 次、農林水産事業費は２億６,８８４万２,０００円で、４,６３７万５,０００円減少

しました。 

 農業費では、例年の交付金に加え、肥料価格高騰による農業経営の緩和対策として、

１７８農家に１,４９７万８,０００円を交付。また、畜産業に対して１００万円を交付

しました。 

 土地改良事業対策費では、水位監視システムの導入で２２０万円、ため池改修工事に

６６５万９,０００円の支出です。農業集落排水事業分として、下水道事業会計に５,６

８０万円の繰出しです。 

 鳥獣害防止対策費では、ニホンザルの個体数調整業務委託料として３２３万３,００

０円の支出、集落獣害自営組織育成や小規模農地獣害対策補助金等で６０１万９,００

０円を交付しました。 

 林業費では９,０４２万円で、森林環境学習やまのこ事業の実施に対して、大滝山林

組合へ９９８万５,０００円の補助金を交付し、町内２小学校以外にも３４校、１,８８

７名の小学４年生の児童を受け入れました。 

 狩猟費では、有害鳥獣駆除事業１,５０４万９,０００円、森林資源循環利用促進費で

は、町内の新生児出生のお祝いとして、間伐材を利用した積み木等の作成で８６万５,

０００円を支出しました。地域再生費では、地域おこし協力隊を委嘱して、林業従事者

との連携を図りました。 

 次、商工費は５,５１６万円で前年度比８８６万円の増額となりました。住宅リフォ

ーム促進事業補助金に３２件、４３７万３,０００円、がんばる商店応援補助金２００

万円の支出、燃料高騰対策で、小規模事業者に３４２万４,０００円、ライトアップ事

業の実施に３２０万円、観光トイレ整備事業補助金１,０００万円の支出です。 

 土木費は５億１,３０３万５,０００円で４,５２５万１,０００円の減額となりました。 

 多賀町内外事業者１５社に除雪を委託するとともに、職員除雪、集落除雪、ふるさと
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除雪の４体制で行い、除雪委託料は前年度より４,３０７万円増の７,２０１万円の支出

です。 

 橋梁長寿命化事業に２,６５３万２,０００円支出のほか、交通安全対策工事に２６９

万４,０００円を支出、多賀スマートインターチェンジ整備事業では８,６８６万円、町

急傾斜地崩壊対策事業に４,８４７万４,０００円の支出です。 

 都市計画費１億３,３６２万２,０００円のうち、都市再生整備計画費で結いの森公園

に係る令和６年度分整備費用として６,９２５万７,０００円を支出し、令和６年７月に

公園が開園しました。 

 消防費は１億８,５７４万２,０００円で、彦根市消防へ委託している常備消防費は１

億３,３０２万１,０００円となりました。集落へ消防・防災整備等補助金として消火栓

の補助を６３５万３,０００円、災害対策では、地域防災計画の更新に５８３万円の支

出、災害備蓄品整備に２２２万３,０００円の支出としました。 

 教育費は８億５,６２２万９,０００円で９,８１３万３,０００円の増加となりました。 

 小学校費、中学校費では給食費の第３子以降の無償化を実施したほか、施設面では多

賀小学校の南校舎の増築工事、既存不適格改修工事を、大滝小学校では駐車場のフェン

ス更新工事を実施しました。また、中学校では、新たにロボットプログラミング学習の

実施、施設面では受水槽の更新を実施しました。 

 社会教育費は２億６,６５６万６,０００円で、出前講座の取組、はたちの集いや町民

の集い、ささゆりコンサートなどを開催しました。保健体育事業では、中学校の部活の

在り方を検討するとともに、町民モルック大会を開催しました。 

 文化財保護費では、多賀町文化財保存活用計画に基づき、社寺等美術工芸品基礎保存

調査や普及交流事業を実施し、敏満寺石仏谷遺跡保存整備事業に６１５万３,０００円、

町指定文化財修理補助金として２,１６７万９,０００円の支出です。 

 あけぼのパーク多賀管理費では、受水槽の更新、エレベーターの修繕など実施をしま

した。 

 災害復旧費は、林道権現谷線、町道甲頭倉線の災害復旧事業を行い、１,２１２万９,

０００円の支出です。 

 公債費は５億７,６６９万７,０００円で、前年度より１億８４７万２,０００円増加

しました。臨時財政対策債、公共事業債、緊急防災・減災事業債などの元金償還終了が

あり、定期の元利償還は減少しましたが、臨時財政対策債、公共事業債、学校教育債等

で１億４,４３３万円の繰上償還をおこなったことにより増加となりました。 

 諸支出金は３億６９７万３,０００円で、２億８１５万５,０００円減少しました。財

政調整基金に４４３万３,０００円、減債基金に２,２２０万６,０００円、まちづくり

基金に１億４,８２６万７,０００円、公共施設等維持管理基金に１億３,２０６万７,０

００円を積み立てた。 

 基金は、令和６年度末基金合計額は２０億５,００４万６,６７１円となり、前年度よ
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り１億９６３万３,０００円増加しました。 

 地方債は、新規発行額は１億１１４万３,０００円で、元金償還額を下回ったため、

地方債残高は４億４,５５９万３,０００円減少し、４６億２,７７７万９,０００円とな

りました。 

 以上が令和６年度一般会計歳入歳出決算の説明の概要であります。 

 次に、以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 次に、会計室に関する事項についてです。キャッシュレス決済の件数は増えているの

かとの質疑に対し、若干キャッシュレス決済については増えているという状況であり、

特に住基、戸籍関係、延長保育に係るおやつ代等がキャッシュレス決済を使っていただ

いております。キャッシュレス決済について、現在、各種の納付書については、ＱＲコ

ードで納付できるよう全国的に進められております。多賀町でも、町が発行する納付書

についてＱＲコード決済を検討させていただいておりますとの答弁がありました。 

 次に、議会事務局が所管する事項については、質疑はありませんでした。 

 次に、総務課に関する事項についてです。消防防災施設整備事業補助金について、１

８集落が補助金で整備されたが、残りの集落への対応はどうかとの質疑に対し、消防施

設補助金制度は町が３分の２を補助し、集落の負担は３分の１という制度です。令和６

年度と７年度の２年間に集中的に整備する制度で、先にされたのが１８集落です。まだ

更新していない集落もあり、７年度中に更新していただくよう、秋の区長会にも再度周

知していきたいとの答弁がありました。 

 次に、財産管理費の中で、修繕費、駅舎等のトイレの水回りの修繕が主な支出となっ

ていますとの答弁がありました。 

 次に、地域整備課に関する事項についてです。道路施設災害復旧費について、令和５

年度で災害復旧工事がされているが、令和６年度でまた２３２万４,３００円支出され

ている。同じ場所なのか、前回の工事に問題があったのか、説明を願いたいとの質疑に

対し、令和５年度にこの法面が崩れたため、大型土のうを積んでの復旧工事を行いまし

たが、雨水の関係で土のうが崩れかけたため、大型土のうを撤去して、擁壁工に変えて

実施したものです。場所は同じ箇所ですとの答弁がありました。 

 次に、産業環境課に関する事項について、観光トイレ整備事業金１,０００万円の支

出についての質疑に対し、多賀大社内の境内で多賀大社の正面から本殿に向かうまでの

右側に位置しているトイレであり、事業費としては７,２２０万円です。町としては、

補助金の支出について、過去に河内の風穴の観光トイレを整備されたときに補助金要綱

が設置されておりますので、それを適用して上限１,０００万円を支援させていただい

ておりますとの答弁がありました。 

 湖東広域衛生管理組合の負担金の可燃ごみについて、昨年に比べて可燃ごみ量が減っ

ているにもかかわらず負担金額が増えているのはなぜかとの質疑に対し、主に物価高騰

による電気代の高騰や施設の老朽化に伴う修繕工事の増額です。施設の維持補修等で負
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担金が増額になっておりますとの答弁がありました。 

 ニホンジカ広域一斉駆除県補助金と湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業

交付金について、使い道が違うのか、また、シカ１頭について補助はどうかとの質疑に

対し、ニホンジカ広域一斉駆除県補助金は自治振興交付金の補助金となっており、ニホ

ンジカ特別対策事業補助金は森林税を原資とした補助金で１頭当たり１万５００円です。

自治振興交付金は、ニホンザル、イノシシ駆除のほか、シカに対しても支払われており、

１頭当たり６,５００円になっております。シカは国の交付金で１頭当たり７,０００円

ですとの答弁がありました。 

 シカは１頭当たり１万７,５００円の補助となるのかとの質疑に対し、そのとおりで

すとの答弁がありました。 

 次に、野鳥の森の補助金２５万円について、どのような内容の補助かとの質疑に対し、

トイレの維持管理や周辺の道路の除草作業等の人件費相当分の補助ですとの答弁があり

ました。 

 ふるさと楽市実行委員の構成と補助金についての質疑に対し、運営委員会は観光協会、

商工会、門前町共栄会と絵馬通り沿線での事業を展開されている方にお願いをしている

ところです。 

 補助金については、運営委員への報償ではなく、イベントに係る事業ならびに資材購

入等の費用ですとの答弁がありました。 

 次に、地域おこし協力隊の活動等に関する質疑に対し、地域おこし協力隊員から毎月

日報と実績報告を提出してもらっています。活動費等について、自身のスキルアップの

ための研修等にも参加しておりますし、その額の範囲内での活動でできているとの認識

ですとの答弁がありました。 

 次に、企画課に関する事項について、空き家の除去と改修についての補助金の詳細に

ついての質疑に対し、空き家除去は昨年、佐目の集落で１件であり、改修については、

楢󠄀崎の物件を購入され、そのまま改修されたものが１件ですとの答弁がありました。 

 次に、電算機構築委託料の額が増えているが、内容はどうかとの質疑に対し、一番大

きいのは、自治体情報システムの標準化に関する業務に係る費用ならびに回線の構築費

用になっていますとの答弁がありました。 

 次、説明があった費用は４,０００万円と思うが、残りの１,４００万円の費用の内容

はとの質疑に対し、そのほか１つ目に電算室にあるアカウントを管理するサーバー、２

つ目にウインドーズアップデートをパソコンにかける際に、サーバーにそのアップデー

トデータを置くためのサーバーそれぞれを更新し、工事費用の１,０００万円増額、そ

れと仮想構築費用として、昨年度から職員のパソコンで仮想的にインターネットのネッ

トワークにつなぐシステムを導入したための初期費用ですとの答弁がありました。 

 次に、税務住民課に関する事項について、後期高齢者の健康診断の対象者が拡大され

たことについての質疑に対し、令和５年度までは医療機関受診者または要介護認定者で
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血液検査などの検査歴がある方と、施設入所者については健康診査の対象外でありまし

た。令和６年度からは、医療機関受診者または要介護認定者で、血液検査の検査履歴が

ある方も対象となりましたので、令和５年度は対象者が３２３人、令和６年度は対象者

が１,３１３人で、大幅に対象人数が増加しておりますとの答弁がありました。 

 次、石灰岩を積載した大型トラックがかなり増えていると思われるが、鉱産税はどう

かとの質疑に対し、鉱産税は滋賀鉱産が石灰岩を搬出するときに発生する税金であり、

前年度は１４１万９,８００円、比較すると実績が４１万９,３００円下がっているとい

う状況ですとの答弁がありました。固定資産税の確定について、航空写真にて最新の写

真を撮ることによって課税が変わるとか、修正を求めることがあるのかとの質疑に対し、

航空写真を見て、実際の地目と現況が違うという場合、修正または変更させていただい

ておりますので、固定資産税の変更はあるかと思います。今年度実施の委託事業につい

て精査していくことを考えておりますとの答弁がありました。 

 次に、福祉保健課に関する事項について。補聴器購入補助金について、補聴器は高額

になっており、１人当たり２万５,０００円の補助であるが、整合性は取れているのか

との質疑に対し、補助金の助成は購入された金額の半額で、上限を２万５,０００円と

させていただいております。近隣の補助率や補助金等も調べさせていただきました。重

度の難聴の場合で身体障害者手帳をお持ちの方の場合は、障害者制度での補助がござい

ますので、障がい者でない方の補助につきましては、初めての事業でもございましたし、

近隣の状況も踏まえ、高い方の設定ではございませんが、２万５,０００円という形で

スタートさせていただきましたとの答弁がありました。 

 次に、多賀町障害者福祉施設整備事業補助金についての質疑に対し、社会福祉法人杉

の子会が町内で初のグループホームを整備していただきましたので、公的な補助金は直

接杉の子会に入っています。それ以外に、町独自の補助金ということで出させていただ

いたものですとの答弁がありました。 

 次に、老人クラブ育成事業についてクラブへの加入、啓発についての質疑に対し、老

人クラブについては、例年６月に全体の会議を持たせていただきまして、老人クラブの

存続の課題や高齢者への支援について研修をさせていただいております。全体を通じて

意見交換などもしておりますので、さらに存続していただけるよう検討していきたいと

思います。令和７年度から活動していただきやすくするために、活動補助金の方も見直

しをさせていただいているところですとの答弁がありました。 

 次に、教育総務課、学校教育課に関する事項についてです。フリースクールの利用児

童生徒支援補助金についての質疑に対し、フリースクールの利用は現在のところ１名で

すとの答弁がありました。定住自立圏病児保育事業負担金についての質疑に対し、病後

児保育は負担金であり、１市４町で運営をしています。定住自立圏病児保育事業負担金

として２９万３,８００円であり、利用は４時間以上とそれ以下があります。１日４時

間以上利用される方が延べ３８人で、半日は３人というような状況になっておりますと
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の答弁がありました。 

 放課後児童クラブのシステム使用料６６万９,０００円の内容についての質疑に対し、

放課後児童クラブの入退室のシステム導入であり、これまで指導員が手入力で入退室管

理をしていましたが、利用する児童数が増えたことから、保育園と同じようなカードタ

ッチをして入退室を確認することとしたものですとの答弁がありました。 

 大滝たきのみやこども園の公用車購入についての質疑に対し、保育士の移動のため、

新規に購入したものですとの答弁がありました。 

 次に、防犯カメラの設置についての質疑に対し、多賀中学校では９台、多賀小学校で

は８台、大滝小学校は７台です。放課後児童クラブの施設には設置をしておりませんが、

今後検討させていただきますとの答弁がありました。 

 次、テレビゲームなどタブレット端末の利用などで子どもの健康面の影響についてど

うかとの質疑に対し、子どもたちが今タブレットの活用ということで家に持ち帰ったり、

学校での活用、そして家に帰ったら自分のゲーム、携帯を持っているということで、そ

ういったことに関して健康的な部分での心配というのはしているところです。各校園と

もそのことは重く受け止めて、例えば保護者との親子活動のときにタブレットとうまく

付き合う方法について研修をおこなったり、また、小中連携会議のときに各校の状況を

交流してより良い改善策を考えたいということで、今ご指摘いただいたところに取り組

んでいるところですとの答弁がありました。 

 次に、生涯学習課に関する事項について、海洋センターの体育館等の清掃はされてい

るのかとの質疑に対し、指定管理料は、清掃業務や日常の光熱水費等に係る費用等を鑑

み算定しております。清掃が十分行き届いていないことにつきましては、当然あっては

ならないことでございますので、こちらからの指導を行い、皆さんが気持ちよくご利用

いただける社会体育施設にするよう努めてまいりたいとの答弁がありました。 

 次に、結いの森の歩道の修理について、歩道の盛り上がりの原因は何だったのかとの

質疑に対し、今年度予算で修繕させていただきました。真砂土舗装につきましては、舗

装厚が大体３㎝ぐらいしかなく十分でなかったことや転圧が十分でなかったことなどが

原因ではなかったかと業者の方から聞いていますとの答弁がありました。 

 次に、石仏谷の整備工事の完了のめどはどうかとの質疑に対し、石仏谷の整備工事に

つきましては、令和１０年をめどに完了したいと考えております。また、胡宮神社の整

備につきましても、令和１１年をめどに進める計画をしておりますとの答弁がありまし

た。 

 以上の質疑の後、討論はなく、「認定第５３号 令和６年度多賀町一般会計歳入歳出

決算の認定について」採決を行い、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 以上で決算特別委員会の審査結果報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） 以上で総務常任委員長報告、産業建設常任委員長報告、予算特別

委員長報告、決算特別委員長報告を終わります。 
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 これより、総務常任委員長、産業建設常任委員長、予算特別委員長、決算特別委員長

に対する質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 議場の時計で４０分。 

（午後 ４時３２分 休憩） 

                                        

（午後 ４時４０分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 あらかじめお伝えをしておきます。本日の会議時間は、議案審議が終わらないと予想

されますので、会議規則第９条第２項の規定により延長することといたしました。 

 日程第２ 「議案第４９号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第３号）につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する予算特別委員長の報告は可決です。議案第４９号は、予算特別委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第４９号は、

予算特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 日程第３ 「認定第５３号 令和６年度多賀町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する決算特別委員長の報告は認定です。認定第５３号は、決算特別委員長の

報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第５３号は、

決算特別委員長の報告のとおり認定されました。 

 日程第４ 「認定第５４号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は認定です。認定第５４号は、総務常任委員長の

報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第５４号は、

総務常任委員長の報告のとおり認定されました。 

 日程第５ 「認定第５５号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は認定です。認定第５５号は、総務常任委員長の

報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第５５号は、

総務常任委員長の報告のとおり認定されました。 

 日程第６ 「認定第５６号 令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」の討論を行います。 

 ８番、山口議員。 

〔８番議員 山口久男君 登壇〕 

○８番（山口久男君） ただいま議題となっております「認定第５６号 令和６年度多賀

町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、反対討論を行います。 

 ７５歳以上の令和６年度の平均被保険者１,４１２人で、前年度より３４名増となっ

ています。後期高齢者医療事業は広域連合のため、多賀町独自には保険料等は決められ

ませんが、令和６年度は１億４４７万円余りであり、歳入全体の７５.６％を占めてお

り、前年度より増えています。一方、医療費の総額は、被保険者の増により前年度比

１％増えておりますが、１人当たりの医療費は１.５％減となっています。 

 ７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度は２００８年に導入をされました。国民を

年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に囲い込んで負担増と差別を押しつける制度で

あると考えます。所得の少ない高齢者への保険料軽減の特例措置も２０１９年１０月か

ら廃止されました。現役世代の負担軽減を口実に、２０２２年１０月１日からは７５歳

以上が支払う原則１割の医療費窓口負担が２割になり、一定所得の高齢者は窓口負担が

２倍になることから、急激な負担増を抑制するため、３年間の経過措置が設けられてい

ました。 

 厚生労働大臣は、今年の９月１２日の記者会見で、３年間の経過措置が今年度末、い

わゆる９月で終了するため、１０月から２割となる対象者が全国で約３１０万人に上る
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との推計を明らかにしました。厚生労働省は急激な負担増加額を月３,０００円に収ま

るよう経過措置を設けていましたが、経過措置が終了する１０月１日からは自己負担額

は年間９,０００円程度と推計しています。さらに、昨年の９月に７５歳以上の高齢者

の医療費窓口３割負担の対象拡大を検討する方針を閣議決定しております。負担増で患

者が受診を控えたり、検査や薬を減らすなどの影響が指摘されています。今回の２割負

担の完全実施で、さらなる受診抑制が懸念されます。 

 現役時代にも税・社会保険料の負担をしてきました。現役世代の保険料負担の上昇を

抑制するためというのであれば、国庫負担こそ増やすべきではないでしょうか。弱い者

同士で負担を押しつけ合うような仕組みであります。大企業や高額所得者を優遇してい

る税制の改革であり、また日本の防衛とは無縁の大軍拡予算の見直しが必要ではないか

と思います。高齢者は長年、日本の経済、社会の発展に貢献してきました。 

 高齢者になれば体が弱ってくるのは当然です。病気にかかりやすく、治療にも時間が

かかる世代です。負担を苦に受診抑制で重症化や手後れに至る深刻な事態も後を絶たな

いと聞いております。通院を減らせば病気が悪化し、結果的には国や町の財政を圧迫し

てしまいます。 

 政府は、現役世代との負担の公平性、現役世代の負担の軽減と口実を並べています。

しかし、現役世代もいずれは年を取る上、既に親の医療費を肩代わりしている人もいる

と聞いております。病気になりがちな上、収入の手段も限られている高齢者だけを１つ

の医療保険に集め、負担増か給付減かを迫る制度の破綻はいよいよ明らかではないでし

ょうか。高齢者をお荷物扱いするこうした医療保険制度の廃止、医療費の負担増の見直

しを求め、後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について反対の討論とします。 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は認定です。認定第５６号は、総務常任委員長の

報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 多 数〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立多数であります。よって、認定第５６号は、

総務常任委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

 日程第７ 「認定第６１号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理特

別会計歳入歳出決算の認定について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は認定です。認定第６１号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 
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○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第６１号は、

産業建設常任委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

 日程第８ 「認定第６２号 多賀町水道事業会計の利益の処分および令和６年度決算

の認定について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は、多賀町水道事業会計の利益の処分につい

ては可決、また令和６年度決算については認定です。認定第６２号は、産業建設常任委

員長の報告のとおり可決、認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第６２号は、

産業建設常任委員長の報告のとおり可決、認定することに決定しました。 

 日程第９ 「認定第６３号 令和６年度多賀町下水道事業会計決算の認定について」

の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は認定です。認定第６３号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第６３号は、

産業建設常任委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

 日程第１０ 「請願第１号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、

速やかな対応を求める請願書」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は採択です。請願第１号は、総務常任委員長の報

告のとおり採択とすることに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、請願第１号は、

総務常任委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま川岸真喜総務常任委員長から、「発委第４号 生活保護費引

き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、速やかな対応を求める意見書案」が提出さ

れました。これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、発委第４号を日程に追加し、議題とすることに決定しました。なお、日程第

１１から日程第１５を１号ずつ繰り下げ、発委第４号を日程第１１とします。 

 事務局より日程表および議案の配布を行います。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１１ 「発委第４号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高

裁判所判決を踏まえ、速やかな対応を求める意見書案」を議題とします。 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 川岸真喜総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 川岸真喜君 登壇〕 

○総務常任委員長（川岸真喜君） 「発委第４号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁

判所判決を踏まえ、速やかな対応を求める意見書（案）」について。 

 本議案を別紙のとおり、多賀町議会会議規則第１４号第３項の規定により提出いたし

ます。 

 提案理由を説明します。 

 憲法第２５条では、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」としています。国に対して、全ての生活部面について、社会福祉・社会保障および

公衆衛生の向上および増進に努めることを求めています。最高裁判所は６月２７日、厚

生労働省が２０１３年からおこなった生活保護費引下げについて、厚生労働大臣の判断

には誤りがあり、違法とした統一的な判断を示しました。生活保護利用者は、光熱費、

食品など生活に関わる全ての物価高騰、命の危険を感じるほどの猛暑など、生きること

が苦しいという状況です。利用者からは、食べ物を買うお金さえ足りないという声が聞

こえています。最高裁判所の判決に従い、生活保護利用者全員に対し、下記の４つの事

項について速やかな対応を求めるものです。 

 １つ目、猛暑を乗り越えるためにも、緊急に物価高騰に見合う１０％以上の大幅な基

準引上げを直ちに行うこと。 

 ２つ目、生活保護基準を２０１２年まで遡及し、減額によって侵害された原告・生活

保護利用者の生存権を一刻も早く回復すること。 

 ３つ目、物価偽装などの手段を用い、基準部会に諮らないなどの違法な手続によって

保護基準を引き下げ、長期間にわたって原告、生活保護利用者の生存権を侵害し、痛苦

を与えてきたことに対し、真摯に謝罪すること。 

 ４つ目、違法な減額処分を行った経過と原因、責任の所在を検証し、再発防止策を明

らかにすること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 令和７年９月２６日。滋賀県多賀町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総
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理大臣、厚生労働大臣。 

 以上であります。議員各位のご賛同をお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「発委第４号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、速やかな対

応を求める意見書案」を、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、発委第４号は、

原案のとおり可決されました。原案の案の字句を削除して、意見書を関係行政庁に提出

いたします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１２ 「議案第６４号 多賀小学校南校舎トイレ改修工事

の請負契約の変更について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 谷川教育総務課長。 

〔教育総務課長 谷川嘉崇君 登壇〕 

○教育総務課長（谷川嘉崇君） 「議案第６４号 多賀小学校南校舎トイレ改修工事の請

負契約の変更」につきまして、ご説明申し上げます。 

 追加議案書をお願いいたします。 

 多賀小学校南校舎トイレ改修工事につきましては、令和７年６月１０日に条件付一般

競争入札の開札を行い、同年６月１８日の６月定例会におきまして、滋賀県長浜市大戌

亥町１００１番地、長住建設株式会社、代表取締役、松居慶浩と請負契約を締結する議

決を頂いたところです。 

 今回お願いする請負契約の変更は、工事の精算による設計変更に伴う請負金額の増額

であり、請負金額を１９７万４,５００円増額し、変更請負額８,５５７万４,５００円

での契約を行うことにつき、地方自治法第９６条第１項第５号および議会の議決に付す

べき契約および財産の取得または処分に関する条例第２条に基づき、議会の議決をお願

いするものでございます。 

 主な変更内容といたしましては、仮設トイレや軀体修繕の追加、照明器具の材料支給

への変更等でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第６４号 多賀小学校南校舎トイレ改修工事の請負契約の変更について」は、

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第６４号は

可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１３ 「発委第２号 多賀町議会会議規則の一部を改正す

る規則について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 富永勉議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 富永勉君 登壇〕 

○議会運営委員長（富永勉君） 「発委第２号 多賀町議会会議規則の一部を改正する規

則について」。 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項、第７項および会議規則第１

４条第３項の規定により提出いたします。 

 令和７年９月２６日、多賀町議会議長、菅森照雄様。 

 提出者、多賀町議会運営委員会委員長、富永勉。 

 それでは内容についてご説明を申し上げます。 

 多賀町議会会議規則の一部を改正いたします。第９条は会議時間を定めるもので、議

会の会議の時間変更につき、会議中でない時間に災害などの理由により緊急に会議時間

を変更する必要がある場合、議長の会議時間を変更することを規定上明確にするもので

ある。 

 改正の２つ目の１０３条は、議場に入る者の服装、携帯品についての規定です。今回

の改正では、「外とう、襟巻、かさ」の表記を「コート、マフラー、傘」に改め、禁止

されている「写真機及び録音機」を削除するとともに、必要と認められる携帯品につい

て、議長の許可制から議長の届出制に改めるものです。 

 付則としまして、この規則は公布の日から施行します。 

 改正の趣旨については、標準町村議会会議規則の一部改正に伴い、本町会議規則につ

いても現代社会の情勢の変化に合わせたものに改めるとともに、住民に開かれた議会の
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実現を図る観点から所要の改正を行うものでございます。 

 以上、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「発委第２号 多賀町議会会議規則の一部を改正する規則について」は、原案のとお

り決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、発委第２号は、

原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１４ 「発委第３号 多賀町議会傍聴規則の一部を改正す

る規則について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 富永勉議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 富永勉君 登壇〕 

○議会運営委員長（富永勉君） 「発委第３号 多賀町議会傍聴規則の一部を改正する規

則について」。 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項、第７項および会議規則第１

４条第３項の規定により提出します。 

 令和７年９月２６日、多賀町議会議長、菅森照雄様。 

 提出者、多賀町議会運営委員会委員長、富永勉。 

 それでは内容についてご説明申し上げます。 

 多賀町議会傍聴規則の一部を改正いたします。第３条は傍聴人の人数制限について定

めたもので、「一般席の」の次に「傍聴人の」を加えます。 

 第４条は傍聴の手続について定めたもので、これまで必要であった年齢を削除するも

のです。 

 第５条、第６条は、年齢の削除とともに、「傍聴人が」を「傍聴券の交付を受けた

者」に改正します。 

 第７条は、傍聴席へ入ることができない者を定めたもので、社会情勢の変化に対応す

る文言整理であります。 

 第８条は、傍聴人の守るべき事項を定めたもので、第１号は文言を整理し、第２号は
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携帯電話の項目を新たに設けるもの、また、従来第７条にあった写真、映画等の撮影お

よび録画の禁止の規定を第４号に移し、文言整理をするもの。 

 第９条、第１０条は条ずれを改めるものです。 

 付則につきましては、この規則は公布の日から施行するものです。 

 改正の趣旨については、標準町村議会傍聴規則の一部改正に伴い、傍聴人の守るべき

事項を現在の社会情勢の変化に合わせたものに改めるとともに、住民に開かれた議会の

実現を図る観点から所要の改正を行うものです。 

 以上、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「発委第３号 多賀町議会傍聴規則の一部を改正する規則について」、原案のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、発委第３号は、

原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１５ 「議員派遣の件について」を議題とします。 

 本案は、会議規則第１２８条の規定により、お手元に配布しておりますとおり議員を

派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件については、お手元に配布のとおり派遣することに決定しまし

た。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１６ 「委員会の閉会中の継続調査について」を議題とし

ます。 

 本案は、総務常任委員会、産業建設常任委員会、議会広報常任委員会、議会運営委員

会、議会改革特別委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に

配布した所管事務調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことに決定しまし

た。 

 お諮りします。本定例会において議決されました議案等について、その条項、字句、

数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程および本定例会に付されました案件は全て終了しました。 

 去る９月２日開会、本日までの２５日間の会期にわたり、終始熱心にご審議、ご審査

賜り、また議会の運営に関しましても格別のご協力を頂き、誠にありがとうございまし

た。 

 これをもって令和７年９月第３回多賀町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 ５時１６分 閉会） 
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